
本巣市地域公共交通総合連携計画の概要 

 

１．経緯 

平成２１年 １月２６日作成 

平成２１年 ３月１０日公表 

 

２．本巣市地域公共交通総合連携計画の区域 

本巣市全域 

 

３．本巣市地域公共交通総合連携計画に関する基本方針 

①市民にとってわかりやすい公共交通体系であること 

②最小限の経費で最大限の効果が得られるよう公共交通施策を講じること 

③市全体の均衡を図りつつ、地域の特性に配慮した公共交通体系であること 

④継続的に現状評価を行うこと 

 

４．本巣市地域公共交通総合連携計画の目標 

鉄道・路線バス・市営バスの既存ストックを活かしつつ、それらを有機的に連携させた

公共交通ネットワークの構築を行うとともに、自動車、自転車など他の交通手段との連携

を強化するために交通結節点の整備を行い、地域公共交通の活性化及び再生を図ることを

目標とする。 

【具体的な目標値】 

①利用者数（対H19年度対比） 

根尾地域････約5%減 

本巣地域････約0.5%増 

真正地域及び糸貫地域････約250%増 

②利用者一人あたりの市年間負担コスト ９９７円（H19年度実績）→８００円以下 

 

５．事業の概要及び事業の実施主体 

（１）根尾地域自主運行バス 

○昼間時デマンド型運行（実施主体：本巣市） 

（２）ササユリ（行政福祉バス） 

○ダイヤの見直し（実施主体：本巣市） 

○フリー乗降制の導入（実施主体：本巣市） 

（３）もとバス 

○路線再編（実施主体：本巣市及び交通事業者） 

○デマンド方式の導入（実施主体：本巣市及び交通事業者） 

○高齢者無料制度の導入（実施主体：本巣市） 

○樽見鉄道との乗継無料制度の導入（実施主体：本巣市） 

（４）樽見鉄道関連事業 

○樽見鉄道エコ切符の発行（実施主体：樽見鉄道） 

○商業施設駐車場を活用したＰ＆Ｒ（実施主体：商業施設） 

○Ｃ＆Ｒ駐輪場の整備（実施主体：協議会） 

（５）地域公共交通全般 

○小型低床バスの導入（実施主体：本巣市） 

○ＪＲ穂積駅行き急行バスの検証（実施主体：本巣市及び交通事業者） 

○広域的交通結節点の整備（実施主体：協議会） 



（６）その他の利用促進策 

○本巣市公共交通ガイドブックの作成（実施主体：協議会） 

○イベント・ワークショップ・総合学習の実施（実施主体：協議会） 

 

６．計画期間 

平成２１年度～平成２３年度 

 

７．法第６条に定める協議会の有無 

有（設立年月日：平成２０年３月２７日，名称：本巣市地域公共交通活性化協議会，構成

員：別紙のとおり） 

 

８．法第５条第６項に定められている関係者との協議 

本巣市地域公共交通活性化協議会との協議成立年月日：平成２１年１月２６日 

 

９．法第５条第５項に定められている利用者の意見の反映 

・平成２０年８月に市内３５００世帯を対象に「本巣市の公共交通に関する市民アンケー

ト調査」を実施し、市民意見を反映。 

・平成２０年９月に市営バス利用者を対象に「利用者アンケート調査」を実施し、公共交

通利用者の意見を反映。 

・平成２０年１１月に「本巣市の地域公共交通を考える」ワークショップを実施し、市民

の意見を反映。 

・平成２０年１２月～平成２１年１月に「本巣市公共交通総合連携計画案」のパブリック

コメントを実施し１８件の意見が寄せられた。 

 

１０．その他 

・法第７条による提案 無 

 

・送付時点における国の支援制度活用の想定 

地域公共交通活性化・再生総合事業 

＞バス・乗合タクシー等の活性化・再生に係る事業 

＞公共交通利用促進に資する事業 

＞鉄道の活性化・再生に係る事業 

 

 


